
今
川
の

諸
将
に
、

土
屋
・

土
肥
・

二

宮
・

渋
谷
・

海
老
名
・

小
早
川
・

豊
田
・

本
間
の

面
々

が

加
わ
っ

た
。

両
軍
は
、

武
蔵
久
米
川

（
東
村
山
市
）・
小
手
指
原
（
所
沢
市
）
で

会
戦
し
、

尊
氏
は
石
浜
（
東
京
都
台
東
区

）
に

退
却
、

新
田
軍
は

関
戸
・

神
奈
川
か
ら

鎌
倉

雪
ノ

下
に

乱
入
し
た
。

鎌
倉
の

留
守
軍
の

基
氏
ら
は
、

鎌
倉
を
脱
出
し
て
、

石
浜
の

尊
氏
の

軍
に

合
流
し
、

笛
吹
峠
で

新
田
軍
を
破

っ

て
、

鎌
倉
を
回
復
し
た
。

新
田
義
興
は
越
後
国
に

退
い

た
の

で
、

相
模
の

地
は
一

応
安
定
し
た
。

尊
氏
は
直
義
派
で

あ
っ

た
上
杉

氏
に

代
え
て

畠
山
国
清
を
管
領
と
し
て

基
氏
を
補
佐
さ
せ
た
。

さ
ら
に

新
田
軍
の

再
攻
に

備
え
て
、

基
氏
を
武
蔵
国
入
間
川
に

在
陣

さ
せ
た
。

在
陣
は
数
年
に

わ
た
り
、

基
氏
は
入
間
川
殿
と
よ
ば
れ
た
。

こ

う
し
た
布
石
の

の

ち
、

文
和
五
年
（
南
朝
　
正
平
八
＝
一

三

五
三

）
尊
氏
は
京
都
に

帰
っ

た
。

鎌
倉
府
の

成
立

尊
氏
は
延
文
三
年（
南
朝
　
正
平
十
三
＝
一

三
五
八

）死
去
し
、

基
氏
の

兄
義
詮
が

将
軍
と
な
り
、

兄
弟
西
と

東
に

分
け
て

治
め
る
体
制
と
な
り
、

東
を
人
々

は
鎌
倉
府
と
よ
ん
だ
。

鎌
倉
府
の

主
は
、

京
都
の

将
軍
と

同
様
に

公

方
と
よ
び
、

こ

れ
を
補
任
す
る

管
領
は

室
町
幕
府
の

管
領
と

同
じ
地
位
を
、

関
東
公
方
に

対
し
て

占
め

た
。

た
だ
関
東
公
方
は
基
氏

の

子
孫
の

世
襲
で

あ
っ

た
が
、

関
東
管
領
は
室
町
将
軍
が

任
命
権
を
も
ち
、

上
杉
氏
に

代
わ
っ

て

任
命
さ
れ
た
管
領
畠
山
国
清
は
、

そ
の

妹
を
基
氏
の

室
と
し
た

関
係
も
あ
っ

て

関
東
武
士
へ

の

圧
政
も
多
か
っ

た
た
め
、

つ

い

に

関
東
武
士
一

千
余
人
の

誓
紙
排
斥
を

う
け
、

基
氏
も
「
此
者
ド
モ

ニ

背
カ

レ

ナ
バ
、

東
国
ハ

一

日
モ

無
為
ナ
ル

マ

シ

」
と
し
て
、

国
清
を
追
放
し
た
（
太
平
記

）。
国
清
は

兄
弟
郎
等
を
引
き
つ

れ
て

鎌
倉
を
退
去
し
、

伊
豆
修
禅
寺
（
静
岡
県
）に
城
を
構
え
た
が
、

基
氏
に

討
伐
さ
れ
て

逃
亡
し
た
。

国
清
の

あ
と
、

以
前
管
領
で

あ
っ

た
高
師
冬
の

甥
師
有
が

関
東
管
領
と
な
っ

た
が
、

基
氏
は
、

さ
き
に

国
清
に

管
領
を
か
わ
ら
れ
て
、

守
護
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国
越
後
に

去
っ

て

い

た
前
管
領
上
杉
憲
顕
の

復
帰
を
望
ん
で
、

こ

れ
を
実
現
し
た
。

基
氏
は
貞
治
六
年
（
南
朝
　
正
平
二

十
二

＝
一

三
六
七

）
鎌
倉
で

死
去
し
、

九
歳
の

子
金
王
丸
（
氏
満

）
が

鎌
倉
の

主
と

な
っ

た
。

同

じ

年
、

京
都
で

は
二

代
将
軍
義
詮
が

死
去
し
、

十
歳
の

義
満
が

将
軍
、

細
川
頼
之
が

管
領
と
な
っ

た
。

翌
年
、

武
蔵
国
に

平
一

揆
が

蜂
起
し
た
が
、

上
杉
憲
顕
は
、

幼
主
を
奉
じ
て

討
伐
し
た
。

つ

づ
い

て

金
王
丸
は
、

平
一

揆
に

呼
応
し
た
下
野
の

宇
都
宮
氏
綱
を
攻

め
て

降
服
さ
せ

た
。

翌
年
、

管
領
憲
顕
が
六
十
三
歳
で

死
去
、

子
能
憲
と

甥
朝
房
が

管
領
に

任
ぜ
ら
れ
、

両
上
杉
と
よ
ば
れ
た
。

両

上
杉
死
去
の

あ
と
は
、

能
憲
の

弟
憲
春
が

管
領
と
な
っ

た
。

し
か
し
、

公
方
氏
満
が
、

室
町
幕
府
の

管
領
職
を
め

ぐ
っ

て

細
川
頼
之

と

斯
波
義
将
と
が

対
立
し
た
の

に

乗
じ
て
、

反
将
軍
の

行
動
を
と
ろ
う
と

す
る
の

を
諫
め
て

憲
春
は
自
殺
し
、

弟
憲
方
が

管
領
と
な

っ

た
。

関
東
公
方
の

武
断
的

支
配
と
管
領
上
杉
氏

憲
春
の

諫
死
に

よ
っ

て

反
将
軍
的
行
動
を
中
止
し
た

氏
満
は
、

康
暦
二

年
（
南
朝

天
授
六
＝
一

三
八
〇

）

氏
満
の

裁
定
に

従
わ
な
い

小
山
義
政
征
伐
の

た
め

鎌
倉
を
出
陣
し
た
が
、

小
山
氏
の

抵
抗
は
、

応
永
四
年

（
一

三
九
七

）
小
山
若
犬
丸
が

奥
州
会
津
（
福
島
県
）
に

自
殺
す
る
ま
で

つ

づ
い

た
。

そ
の

間
氏
満
は
、

奥
州
白
河
（
福
島
県
）
ま
で

陣
を

進
め

た
。

小
山
討
伐
の

最
中
、

将
軍
義
満
は
、

陸
奥
・

出
羽
両
国
も
関
東
公
方
の

分
国
に

加
え
た
。

氏
満
は
応
永
五
年
鎌
倉
で

死
去

し
、

そ
の

跡
を
つ

い

だ
満
兼
は
、

新
た
に

分
国
と

な
っ

た

奥
州
に

弟
二

人
を
送
り
込
ん
だ
。

満
貞
の

稲
村
御
所
、

満
直
の

篠
川
御
所

（
共
に

福
島
県
）
で

あ
る
。

満
兼
自
ら
も
鎌
倉
を
出
て

奥
州
分
国
を
巡
行
し
て

威
を
示
し
た
が
、

そ
の

行
動
は
、

奥
州
豪
族
の

反
感
を

買
っ

て
、

伊
達
氏
の

反
乱
を
招
い

た
が
、

辛
う
じ
て

こ

れ
を
鎮
圧
し
た
。

青
年
公
方
満
兼
は
、

管
領
上
杉
朝
宗
・

同
上
杉
憲
定
の

補
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佐
を
う
け
、

義
詮
以
来
公
方
の

御
所
で

あ
る

鎌
倉
浄
妙
寺
の

東
御
所
か
ら
、

た
び
た
び
出
陣
し
て

武
断
的
な
分
国
経
営
を

行
う
こ

と

十
一

年
、

応
永
十
六
年
（
一

四
〇
九
）
死
去
し
た
。

上
杉
憲
顕
以
来
、

関
東
管
領
を
独
占
し
た
上
杉
氏
は
、

も

と
も
と

京
都
の

公
卿
の

勧
修
寺
家
の

流
れ
で
、

丹
波
国
（
京

都
府
）
上
杉
荘
を
所
領
と
し
て

上
杉
を
名
字
と

し
、

重
房
の

と
き
将
軍
宗
尊
親
王
に

従
っ

て

鎌
倉
に

下
り
、

重
房
の

孫
清

子
が
足
利
貞
氏
の

室
と
な
っ

て
、

尊
氏
・

直
義
を
生
み
、

そ

の

関
係
か
ら
一

族
あ
げ
て

足
利
方
と
し
て

活
躍
し
た
。

関
東

に

下
っ

た

重
房
の

子
孫
は

繁
延
し
て
、

山
内
・

扇
谷
・

犬
懸
・

宅
間
の

四
家
に

分
か

れ
た
。

そ
れ
ぞ
れ
鎌
倉
市
内
に

構
え
た
邸
宅
の

所
在
地
を
名
字
に

し
た
も
の

で

あ
る
。

関
東
管
領
は
、

こ

の

上
杉
氏
が

独
占
し
、

や
や
も
す
れ
ば
京
都
の

将
軍
家
に

抵
抗
し
よ
う
と

す
る

歴
代
関
東
公
方
と

将
軍
家
と
の

調
整
役
の

役
割
を
果
た
し
た
。

関
東
公
方
将
軍

と

水
火
の

対
決

関
東
公
方
満
兼
の

死
後
、

当
時
十
三
歳
の

長
子
幸
王
丸
が
、

将
軍
義
持
の
一

字
を
与
え
ら
れ
て

持
氏
と

名
乗
っ

て

あ
と
を
つ

い

だ
、

義
詮
と

基
氏
の

兄
弟
に

は
じ
ま
っ

た
将
軍
も
関
東
公
方
も
、

共
に

四
代
目
で

あ
る
。

血
縁

関
係
は
薄
れ
た
が
、

足
利
氏
の

流
れ
で

あ
る
と
い

う
意
識
の

み
は
強
い
。

こ

の

意
識
の

下
に

行
動
す
る

関
東
公
方
の

行
動
は
、

将
軍

足利公方邸跡　鎌倉市
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側
に

刺
戟
を
与
え
、

両
者
の

緊
張
を
た
か
め

た
。

二

代
公
方
氏
満
は
、

義
満
に

代
わ
っ

て

将
軍
に

な
ろ
う
と
す
る

野
望
を
い

だ
き
、

三
代
公
方
満
兼
は
、

和
泉
（
大
阪
府
）
堺
で

将
軍
打
倒
の

兵
を
挙
げ
た
大
内
義
弘
に

呼
応
す
る

行
動
を
示
し
た
。

彼
ら
の

行
動
は

い

ず
れ
も
相
模
国
内
に

と
ど
ま
っ

て
、

足
柄
峠
を
越
え
る
こ

と
な
く
、

事
な
き
を
得
た
が
、

そ
れ
に

は

将
軍
と

公
方
と
の

間
に

立
つ

管

領
上
杉
氏
の

努
力
に

よ
る
も
の

で

あ
っ

た
。

し
か
し
四
代
公
方
持
氏
に

至
っ

て
、

上
杉
氏
の

調
整
も
限
界
に

達
し
、

関
東
は
動
乱
の

巷
と
な
る
。

そ
の

初
め

が

応
永
二

十
三
年
（
一

四
一

六

）
の

褝
秀
の

乱
で

あ
る
。

禅
秀
は
管
領
犬
懸
氏
憲
の

法
名
で
、

政
敵
扇
谷
憲
基
と

持
氏
に

挑
発
さ
れ
、

管
領
辞
職
に

追
い

こ

ま
れ
、

京
都
で

将
軍
職
を
ね
ら

っ

て

い

た
足
利
義
嗣
の

誘
い

に

応
じ
て
、

稲
村
御
所
足
利
満
貞
、

篠
川
御
所
足
利
満
直
を
説
い

て
、

下
総
の

千
葉
、

上

野
の

岩
松

（
新
田

）、
下
野
の

那
須
、

甲
斐
の

武
田
な
ど
を
味
方
に

引
き
入
れ
、

十
月
二

日
、

鎌
倉
の

邸
に

こ

も
っ

て

い

た
禅
秀
は
、

持
氏
の

叔
父

満
隆
と

合
流
し
て
、

公
方
持
氏
を
急
襲
し
た
。

持
氏
は
山
内
上
杉
憲
基
邸
に

脱
出
し
た
。

六
月
、

関
東
の

武
士
が

鎌
倉
に

集
結
し
て

合
戦
が

行
わ
れ
た
が
、

持
氏
方
が

敗
北
し
た
。

持
氏
は
片
瀬
・

腰
越
を
経
て

小
田
原
に

逃
れ
、

箱
根
山
中
に

隠
れ
、

山
内
憲
基
は
、

守
護
国
越
後
に

落
ち
の

び
た
。

禅
秀
と

満
隆
は
鎌
倉
を
掌
握
し
、

相
模
・

武
蔵
に

兵
を
出
し
て
、

持
氏
の

残
党
討
伐
を
行
っ

た
。

こ

の

乱
に

将
軍
職
を
ね
ら
う
義
嗣
も
加
わ
っ

て
い

る
こ

と
を
知
っ

た
幕
府
は
、

越
後
守
護
上
杉
房
方
・

駿
河
守
護
今
川
範
政
に

禅
秀
討

伐
を
命
じ
た
。

応
永
二

十
四
年
早
々

両
者
は
、

北
と

西
か
ら

鎌
倉
を
目
指
し
て

進
撃
を
開
始
し
た
。

こ

れ
を
迎
え
う
つ

禅
秀
は
、

世

田
谷
（
東
京
都

）
合
戦
で

は
勝
っ

た
が
、

足
柄
峠
を
越
え
た
今
川
勢
に

せ

ま
ら
れ
て

守
勢
と
な
り
、

味
方
に

多
く
の

寝
返
り
者
を
出

し
、

正
月
十
日
、

一

族
と

共
に

鎌
倉
雪
ノ

下
御
坊
で

自
殺
し
た
。

禅
秀
の

鎌
倉
掌
握
は
三
か

月
で

終
わ
っ

た
。
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再
び
鎌
倉
の

主
と
な
っ

た
持
氏
は
、

禅
秀
に

加
わ
っ

た
武
士
に

対
し
て

き

び
し
い

態
度
で

臨
ん
だ
。

下
総
の

千
葉
、

甲
斐
の

武
田
、

上
野
の

岩
松
、

常

陸
の

小
山
、

上
総
の

本
一

揆
ら
、

相
つ

い

で

武
力
討
伐
を
行
っ

た
。

し
か
し

こ

れ
ら
の

武
士
た
ち
の

多
く
は
、

持
氏
の

抑
え
と
し
て

幕
府
が

以
前
か
ら
特

別
に

支
援
し
て

い

た
京
都
扶
持
衆
で

あ
っ

た
た
め
、

持
氏
の

行
動
は
、

将
軍

へ

の

挑
戦
と
み
ら
れ
、

将
軍
義
持
は
、

持
氏
追
討
軍
を
派
遣
す
る
こ

と
を
決

定
し
た
。

こ

れ
を
聞
い

た
持
氏
は
、

二

度
も
将
軍
に

忠
誠
を
誓
う
誓
書
を
送

っ

て
、

討
伐
を
免
れ
た
。

し
か
し

正
長
元
年
（
一

四
二

八

）
将
軍
義
持
が

死
に
、

天
台
座
主
義
円
が

還

俗
し
て

義
教
と

名
乗
っ

て

将
軍
と
な
る
と
、

持
氏
は
憤
激
し
、

直
ち
に

兵
を
率
い

て

京
都
に

攻
め

上
ろ
う
と
し
た
が
、

管
領
上
杉
憲

実
に

諫
め
ら
れ
て

中
止
し
た
。

し
か
し

京
都
で

改
元
し
た
永
享
の

年
号
を
用
い

ず
、

京
都
か
ら
独
立
す
る

意
志
を
示
し
た
。

こ

れ
に

対
し

義
教
は
、

富
士
遊
覧
と

称
し
て

駿
河
国
ま
で

下
向
し
て

示
威
し
た
が
、

持
氏
は
こ

れ
を
無
視
し
、

鶴
岡
八
幡
宮
に

血
書
の

願
文

を
捧
げ
て

怨
敵
降
伏
を
祈
っ

た
。

怨
敵
が

将
軍
義
教
で

あ
る
こ

と
は
、

い

う
ま
で

も
な
い
。

永
享
七
年
（
一

四
三
五

）、
持
氏
は
憲
実

の

諫
止
も
聞
か

ず
、

当
時
幕
府
料
国
で

あ
る
信
濃
国
に

兵
を
進
め
た
。

も
は
や
こ

れ
ま
で

と

憲
実
は
、

鎌
倉
を
出
て
、

領
国
上
野
に

去
っ

た
。

持
氏
は
憲
実
を
追
っ

て

武
蔵
府
中
（
東
京
都

）
に

兵
を
進
め
た
。

憲
実
は
、

救
い

を
幕
府
に

求
め
た
。

義
教
は
、

天

皇
の

足利義教画像　京都府　妙興寺蔵
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命
を
う
け
て
、

征
討
軍
を
出
発
さ
せ
た
。

こ

の

軍
は

箱
根
路
・

足
柄
路
を
東
進
し
、

憲
実
は
上
野
を

出
て

分
倍
河
原
（
東
京
都

）
に

南
下
し
た
。

相
模
国
守
護
三
浦
時
高
も
、

憲
実
方
に

寝
返
り
、

鎌
倉
を
襲
っ

て

放
火
し
、

持
氏
の

邸
を
焼
き
払
っ

た
。

持
氏
は
和
睦

を
申
し

入
れ
た
が

聞
か
れ
ず
、

鎌
倉
永
安
寺
に

幽
閉
さ
れ
た
。

憲
実
は
持
氏
の

助
命
を
義
教
に

請
う
た
が

聴
か

れ
ず
、

持
氏
は
叔
父

満
直
ら
三
十
余
人
と

共
に

自
殺
し
た
。

翌
年
、

下
総
の

結
城
氏
朝
は
、

持
氏
の

遺
児
安
王
丸
・

春
王
丸
を
奉
じ
て

兵
を
挙
げ
た
。

戦
は
翌
年
に

及
ん
だ
が
、

結
城
氏
朝
は

戦
死
、

安
王
・

春
王
は
捕
え
ら
れ
、

京
都
に

護
送
さ
れ
る
途
中
、

斬
ら
れ
た
。

世
に

い

う
永
享
の

乱
と
結
城
合
戦
で

あ
る
。

公
方
も
管
領
も

鎌
倉
を

去
る

持
氏
の

自
殺
に

よ
っ

て
、

関
東
公
方
に

空
白
を
生
じ
、

鎌
倉
は
山
内
上
杉
家
の

掌
握
す
る
と
こ

ろ
と
な
っ

た
。

永
享
の

乱
の

発
端
と

な
っ

た
上
杉
憲
実
は
、

主
を
殺
し
た
と
し
て

出
家
し
た
。

公
方
を
欠
く
相
模
に

は
、

お
よ

そ
十
年
間
の

平
和
が
つ

づ
い

た
が
、

宝
徳
元
年
（
一

四
四

九

）持
氏
の

遺
児
成
氏
が

迎
え
ら
れ
て

関
東
公
方
と
な
っ

て

鎌
倉
府
の

主
と

な
り
、

憲
実
の

嗣
子
憲
忠
が

管
領
と
な
っ

て
、

鎌
倉
府
が

再
興
さ
れ
た
が
、

幕
府
の

東
国
に

対
す
る

権
限
は
強
化
さ
れ
、

公
方
の

権

限
は
格
段
に

縮
小
さ
れ
た
。

成
氏
は
父
持
氏
の

旧
臣
た
ち
と

結
ん
で
、

公
方
の

権
力
の

回
復
を
め

ざ
し
、

親
幕
派
の

管
領
憲
忠
を
、

成
氏
の

御
所
鎌
倉
西
御
所
に

誘
殺
し
た
。

憲
忠
の

家
宰
長
尾
景
仲
ら
は
、

憲
忠
の

弟
房
顕
を
お
し
立
て

て
、

扇
谷
上
杉
持
朝
と

連
合

し
て
、

成
氏
の

派
遣
軍
と

相
模
島
河
原
（
平
塚
市

）に
戦
い
、

常
陸
小
栗
城
に

立
て

籠
っ

た
。

成
氏
は
自
ら
出
陣
し
て

こ

れ
を
攻
め

落

と

す
な
ど
優
勢
を
示
し
た
が
、

幕
府
の

命
を
う
け
た

駿
河
守
護
今
川
範
忠
ら
が

鎌
倉
に

攻
め

入
っ

て
、

成
氏
の

御
所
以
下
を
す
べ

て

焼
き
払
っ

た
。

成
氏
は
下
総
古
河（
茨
城
県
）に
の

が
れ
、

再
び
鎌
倉
に

帰
ら
な
か
っ

た
。

古
河
公
方
の

は
じ
ま
り
で

あ
り
、

時
は
康
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正
元
年（
一

四
五
五

）で
あ
る
。

鎌
倉
が

政
権
の

所
在
地
と
し
て
の

生
命
は

終
わ
り
を
告
げ
た
。

頼
朝
が
鎌
倉
入
り
し

た

治
承
四

年

（
一

一

八
〇

）
か
ら
お
よ
そ
二

百
七
十
五
年
目
、

初
代
関
東
公
方
基
氏
か
ら
四
代
お
よ
そ
百
年
目
で

あ
る
。

幕
府
は
、

成
氏
の

あ
と
を
補
う
た
め
、

将
軍
義
政
の

弟
政
知
を
関
東
に

下
向
さ
せ
た
が
、

鎌
倉
に

は
彼
を
歓
迎
し
な
い

空
気
が
強

か
っ

た
の

で

あ
ろ
う
。

箱
根
路
を
越
え
る
こ

と
な
く
、

伊
豆
の

堀
越
に

と
ど
ま
っ

て
、

堀
越
公
方
と
よ
ば
れ
た
。

鎌
倉
は
上
杉
家
に

掌
握
さ
れ
た
が
、

成
氏
が
古
河
に

去
っ

た
後
は
、

彼
ら
も
鎌
倉
を
出
て
、

山
内
上
杉
は
、

そ
の

守
護
国
上
野
国
白
井
城
に

移
り
、

扇

谷
上
杉
は
、

武
蔵
国
河
越
城
を
本
拠
と
し
て
、

成
氏
に

対
抗
す
る
姿
勢
を
と
っ

た
。

し
か
し
実
権
を
握
る

者
は
、

山
内
上
杉
で

は

家

宰（
家
臣
の

長

）長
尾
氏
、

扇
谷
上
杉
で

は
家
宰
太
田
氏
で

あ
っ

た
。

相
模
・

武
蔵
は
扇
谷
上
杉
の

守
護
国
で

あ
り
、

家
宰
太
田
道
灌

は
詩
文
の

道
に

も
す
ぐ
れ
、

名
家
宰
の

名
も
高
く
、

古
河
公
方
の

抑
え
と
し
て

彼
が

築
い

た
江
戸
城
に

は
、

京
都
の

文
化
人
の

来
訪

を
う
け
た
。

こ

の

名
家
宰
に

よ
っ

て

扇
谷
上
杉
は
、

山
内
上
杉
を
し
の

ぐ
勢
い

と
な
っ

た
。

両
上
杉
は
連
合
し
て

た
び
た
び
成
氏
と

戦
っ

た
が
、

扇
谷
の

名
声
を
ね
た
む
山
内
上
杉
の

讒
言
に

よ
っ

て
、

道
灌
は
、

主
君
上
杉
定
正
の

糟
屋
荘（
伊
勢
原
市

）の
館
で

殺
さ

れ
た
。

道
灌
の

子
資
康
を
は
じ
め
、

道
灌
と

行
動
を
共
に

し
て
い

た

多
数
の

国
人
衆
も
、

直
ち
に

定
正
か
ら
離
れ
て

山
内
上
杉
側
に

集
ま
り
、

扇
谷
上
杉
は
勢
い

を
失
っ

た
。
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㈡
　
小
田
原
北
條
氏
の

興
亡

伊
勢
宗
瑞
小
田

原
城
を

攻
略

文
明
十
四
年
（
一

四
八
二

）
古
河
公
方
成
氏
と
室
町
幕
府
と
の

間
に

和
睦
が

成
立
し
、

幕
府
は
成
氏
に

関
東
九
か

国
の

支
配
を
承
認
し
た
。

関
東
公
方
の

復
権
で

あ
る
。

堀
越
公
方
に

は

伊
豆
一

国
を
領
国
と
し
て

み
と
め
た
。

公
方
と
い

い

な
が
ら
、

堀
越
公
方
政
知
は
一

小
国
領
主
に

す
ぎ
な
か
っ

た
が
、

そ
れ
で

も
伊
豆
を
去
ら
ず
、

八
年
後
に

病
死
し
た
。

子
茶
々

丸
が
あ
と
を
つ

い

だ
が
、

内
紛
の

た
め
に

不
安
定
で

あ
っ

た
。

駿
河
守
護
今
川
氏
に

寄
食
し
て

い

た
伊
勢
宗
瑞
は
、

堀
越
を

急
襲
し
て

茶
々

丸
を
殺
し
、

韮
山
城
を
築
い

て

伊
豆
（
静
岡
県
）
の

主

と
な
っ

た
。

こ

の

こ

ろ
、

相
武
の

地
で

は
、

扇
谷
上
杉
定
正
と

古
河

公
方
成
氏
・

山
内
上
杉
顕
定
の

連
合
軍
と
の

戦
が
、

実
蒔
原
（
伊
勢

原
市
）・
七
沢
城
（
厚
木
市
）・
菅
谷
（
埼
玉
県
）・
原
（
埼
玉
県
）
等
で

く

り
返
さ
れ
て

い

た
。

明
応
三
年
（
一

四
九
四

）
扇
谷
上
杉
の

有
力
な
部

将
で

あ
っ

た
小
田
原
城
主
の

大
森
氏
頼
が

死
亡
し
、

同
年
、

同
じ
く

扇
谷
上
杉
の

部
将
の

三
浦
郡
新
井
城
主
三
浦
時
高
が
、

義
同
に

攻
め

ら
れ
て

自
殺
し
た
。

義
同
は
上
杉
氏
で

母
は
大
森
氏
、

時
高
の

養
子

北条早雲画像　箱根町　早雲寺蔵
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と
な
っ

て

三
浦
氏
と
な
っ

た
が
、

時
高
に

実
子
が

生
ま
れ
た
の

で

疎
外
さ
れ
、

三
浦
を
脱
が
れ
て

小
田
原
で

出
家
し
、

道
寸
と

称
し

て

い

た
が
、

母
方
の

大
森
氏
の

支
援
で

新
井
城
を
攻
略
し
た
の

で

あ
る
。

義
同
は
岡
崎
（
伊
勢
原
市
・

平
塚
市

）
に

居
城
を
構
え
、

新

井
城
に

は
子
の

義
意
を
置
い

た
。

相
模
の

大
地
は
す
で

に

戦
国
の

様
相
を
呈
し
て
い

た
。

こ

う
し
た
状
況
に

乗
じ
た
伊
勢
宗
瑞
は
、

明
応
四
年
、

小
田
原
城
を
急
襲
し
て

こ

れ
を
攻
略
し
た
。

城
主
大
森
藤
頼
と
そ
の
一

族

は
、

岡
崎
城
・

真
田
城
に

移
っ

た
。

宗
瑞
の

関
東
進
出
の

第
一

歩
で

あ
り
、

関
東
は
新
し
い

時
代
を
迎
え
る
こ

と
と

な
っ

た
。

し
か
し
宗
瑞
は
、

城
を
弟
弥
次
郎
に

ま
か
せ
、

自
ら
は
伊
豆
韮
山
城
に

帰
っ

て

領
国
伊
豆
の

経
営
に

専
念
し
た
。

翌
年
、

山
内
上

杉
顕
定
が
、

叛
臣
長
尾
景
春
の

与
党
を
討
伐
の

た
め

西
相
模
に

侵
入
す
る
と
、

大
森
藤
頼
を
は
じ
め
、

三
浦
・

太
田
・

上
田
の

面
々

と
共
に

宗
瑞
も
抵
抗
し
て
、

多
数
の

郎
等
を
失
う
大
打
撃
を
う
け
た
。

恐
ら
く
宗
瑞
の

存
在
を
相
模
の

武
士
の

間
に

知
ら
せ

る
た
め

に

奮
戦
し
た
た
め
で

あ
ろ
う
。

永
正
元
年
（
一

五
〇
四

）、
扇
谷
上
杉
朝
良
を
助
け
て

武
蔵
立
川

原（
東
京
都
の

立
川
市

）
に

出
兵
し

た
。

彼
の

行
動
は
次
第
に

東
相
模
に

拡
大
し
た
の

で

あ
る
。

永
正
九
年
（
一

五
一

二

）宗
瑞
は
、

三
浦
氏
攻
略
を
決
意
し
、

子
氏
綱
と

共
に

三
浦
義
同
の

居
城
岡
崎
城
を
攻
め
、

小
坪（
逗
子
市

）に
逃
れ
る

義
同
を
追
尾
し
て
、

初
め

て

鎌
倉
に

入
り
、

別
動
隊
を
相
武
甲

三
国
交
通
の

要
衝
で

あ
る
当
麻
宿（
相
模
原
市

）に
進
駐
さ
せ
、

三
浦
氏
を
助
け
る
江
戸
の

太
田
氏
を
分
断
す
る
た
め
、

三
浦
半
島
の

咽
喉
部
に

玉
縄
城（
鎌
倉
市

）を
築
き
、

鎌
倉
の

建
長
・

円
覚
・

東
慶
寺
に

公
事
免
除
状
を
出
し
て

鎌
倉
支
配
者
た
る
こ

と
を
示
し
、

三
浦
氏
救
援
に

か

け
つ

け
た
江
戸
城
主
太
田
資
康
を
戦
死
さ
せ
た
。

そ
の

上
で

永
正
十
三
年（
一

五
一

六

）七
月
、

義
同
の

本
城
新
井

城
を
攻
め
て

義
同
父
子
を
自
殺
さ
せ

た
。

こ

こ

に

鎌
倉
時
代
以
来
の

相
模
の

名
族
は

滅
ん
で
、

相
模
全
土
は
宗
瑞
の

平
定
す
る
と
こ
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ろ
と
な
っ

た
。

宗
瑞
は
、

家
督
を
子
の

氏
綱
に

ゆ
ず
っ

て

伊
豆
に

引
退
し
、

永
正
十
六
年
（
一

五
一

九
）
病
死
し
た
。

早
雲
は
そ
の

法

名
で

あ
る
。

小
田

原
北
条
氏

東
国
に

覇
を
制
す

伊
勢
宗
瑞
が

北
条
を
称
し
た
確
証
は
な
く
、

北
条
氏
と

改
め
た
の

は
、

氏
綱
の

代
で
、

大
永
三
、

四

年
（
一

五
二

三
〜
四

）
こ

ろ
の

こ

と
で

あ
る
。

鎌
倉
の

北
条
氏
に

因
っ

た
こ

と
は
疑
い

な

く
、

後
人
は
一

般
に

後
北

条
氏
と

よ
ぶ
が
、

こ

の

氏
自
身
は
後
北
条
と

称
し
た
こ

と
は
な
い
。

氏
綱
は

印
判
史
上
有
名
な
「
禄
寿
応
穏
」
の

印
文
に

臥
し
た
虎
を
画
い

た

虎
の

印
判
を
使
用
し
て

相
・

豆
の

民
政
に
つ

と
め
、

鎌

倉
・

小
田
原
近
辺
の

村
々

に
、

戦
国
大
名
と
し
て

は
は
じ
め
て

の

検
地
を
行
っ

た
。

大
永
四
年
、

氏
綱
は
、

扇
谷
上
杉
朝
興
と

戦
っ

て

江
戸
を
奪
い
、

家
臣
遠
山
直
景
を

城
代
に

お

き
、

小
机
城
（
横

浜
市
港
北
区
）
を
修
復
し
て

こ

こ

に

も
城
代
を
お
い

て
、

南
武
蔵

を
そ
の

版
図
に

加
え
た
。

こ

れ
を
み
た
上
杉
氏
の

臣
毛
呂
氏
・

岡

本
氏
も
氏
綱
に

内
応
し
、

こ

れ
に

応
じ
て

氏
綱
は
、

そ
の

前
線
を

中
部
武
蔵
に

す
す
め

た
。

こ

れ
に

対
し
河
越
城
を
本
拠
と

す
る

扇

谷
上
杉
氏
も
各
地
に

転
戦
し
、

安
房
の

里
見
氏
も
、

海
を
渡
っ

て

鎌
倉
に

侵
入
し
、

鶴
岡
八
幡
宮
も
兵
火
に

か
か
っ

て

焼
失
し
た
。

北条氏虎印「禄寿応穏」
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氏
綱
は
、

後
に

同
宮
の

再
建
に
つ

と
め

る
が
、

恐
ら
く
そ
の

勧
進
を
機
縁
に

京
都
に

も
み
と
め

ら
れ
、

左
京
大
夫
、

従
五
位
下
に

叙

せ
ら
れ
、

天
文
二

年
（
一

五
三
三

）
伊
豆
の

御
料
所
の

貢
租
催
促
の

た
め
、

勅
使
が
氏
綱
の

下
に

下
向
し
て

い

る
。

朝
廷
も
北
条
氏
が

相
豆
の

領
主
で

あ
る
こ

と
を
み
と
め

た
の

で

あ
る
。

こ

う
し
た
情
勢
に
、

河
越
城
の

扇
谷
上
杉
氏
は
、

領
域
の

奪
回
を
は
か

り
、

天
文
二

年
大
磯
・

平
塚
に

侵
入
し
て

放
火
し
、

天
文

四
年
に

は
、

氏
綱
が

駿
河
の

今
川
氏
輝
を
助
け
て

甲
斐
に

出
陣
の

す
き
に
、

再
度
上
杉
軍
は
大
磯
・

平
塚
・

一

宮
・

小
和
田
・

鵠
沼

に

侵
入
し
て
、

放
火
・

狼
籍
の

限
り
を
つ

く
し
た
。

氏
綱
は
、

武
蔵
・

安
房
・

上
総
等
、

領
国
化
し
て

い

な
い

地
域
の

武
士
た
ち
も

加
わ
っ

た
軍
を
率
い

て

上
杉
軍
を
追
撃
し
て
、

武
蔵
入
間
川
で

打
ち
破
っ

た
。

領
国
外
の

武
士
を
動
員
で

き
た
の

は
、

こ

れ
ら
の

地

方
で

も
、

主
家
両
上
杉
家
の

と
ど
ま
る
こ

と
の

な
い

動
員
に

離
反
し
て
、

氏
綱
に

心
を
よ
せ

る

者
が

あ
ら
わ
れ
て

い

た

か

ら

で

あ

る
。

天
文
六
年
（
一

五
三
七

）
四
月
に
、

扇
谷
上
杉
家
の

当
主
朝
興
が
、

本
拠
河
越
城
で

死
ん
だ
の

を
聞
い

た
相
模
の

百

姓
ら

は
、

「
こ

れ
で

当
国
も
安
泰
で

あ
ろ
う
と

喜
ん

だ
」
と
、

鶴
岡
八
幡
宮
社
僧
快
元
僧
都
は

記
し
と
ど
め
て

い

る
。

朝
興
の

あ
と
を
つ

い

だ

朝
定
も
氏
綱
に

対
立
の

態
度
を
と
っ

た
の

で
、

氏
綱
は
つ

い

に

河
越
城
を
攻
め

お
と
し
て

占
拠
し
た
。

朝
定
は
、

松
山
城
（
埼
玉
県

東
松
山
市
）
に

逃
れ
た
。

関
東
公
方
が

古
河
に

去
っ

て

以
来
、

管
領
扇
谷
上
杉
氏
の

本
拠
と

な
っ

た
河
越
城
は
氏
綱
の

手
に

入
り
、

北
条
氏
の

勢
力
範
囲
は
、

武
蔵
国
の

大
半
に

及
ん

だ
。

天
文
七
年
（
一

五
三
八

）
十
月
に
、

下
総
国
国
府
台
（
市
川
市
）
に

小
弓
御
所
足
利
義
明
、

安
房
の

里
見
尭
明
と

戦
っ

て
、

義
明
を

戦
死
さ
せ
た
。

翌
年
に

は
反
転
し
て

駿
河
今
川
氏
を
攻
め
て

富
士
川
以
東
を
そ
の

版
図
に

加
え
た
。

こ

う
し
て

氏
綱
は
、

そ
の

版
図
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を
西
に

東
に

拡
め

た
の

で
、

戦
の

場
は
、

相
模
か
ら
遠
ざ
か
っ

た
。

小
田
原
北
条

氏
の

民
政

二代北条氏綱 三代北条氏康 四代北条氏政
箱根町　早雲寺蔵

氏
綱
は
、

相
模
を
制
圧
す
る
と
、

民
心
安
定
の

た
め

神
社
の

復

興
に

つ

と
め

た
。

里
見
氏
に

焼
き
払
わ
れ
た
鶴
岡
八
幡
宮
の

再

興
に

は
と
く
に

苦
心
し
た
が
、

寒
川
神
社
・

箱
根
権
現
・

国
府
津
の

六
所
明
神
、

伊
豆
三
島
神
社
等
の

復
興
に

も
つ

と
め
た
。

ま
た

鎌
倉
本
覚
寺
・

明
月
院
・

東
慶

寺
・

覚
園
寺
、

足
柄
上
郡
大
井
宮
な
ど
の

所
領
の

課
役
を
免
除
し
、

境
内
の

竹
木

の

保
護
、

地
頭
ら
の

介
入
を
禁
止
す
る
な
ど
の

保
護
を
加
え
、

鎌
倉
に

は
重
臣
大

道
寺
氏
を

鎌
倉
代
官
と
し
て
、

こ

れ
ら
の

事
に

当
た
ら
せ
た
。

北
条
氏
三
代
氏
康
は
、

河
越
城
奪
回
を
は
か
る
上
杉
氏
を
撃
退
す
る
と
、

宗
瑞

が

着
手
し
た
検
地
を
す
す
め
、

天
文
十
一

年
（
一

五
四
二

）
に

は
、

相
模
中
央
部

（
平
塚
市
・

厚
木
市
・

茅
ケ
崎
市
・

藤
沢
市
・

津
久
井
郡
）
と

武
蔵
の

東
南
部
、

ま
た

翌
十
二

年
に

は
相
模
の

中
央
部
（
大
磯
町
・

平
塚
市
・

厚
木
市
・

伊
勢
原
市
・

海
老
名

市
・

清
川
村
）
と

武
蔵
の

南
部
（
川
崎
市
多
摩
区
・

東
京
都
町
田
市
・

横
浜
市
南
区
）
の

直
轄
領
・

給
人
領
・

寺
社
領
全
体
に

検
地
を
行
っ

た
。

検
地
に

よ
っ

て
、

検
地
帳

に

登
録
さ
れ
た

給
人
・

寺
社
・

百
姓
は
、

直
接
、

北
条
氏
に

把
握
さ
れ
る
と

同
時
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に
、

彼
ら
の

諸
権
利
は
北
条
氏
に

よ
っ

て

保
証
さ
れ
る
こ

と
に

な
る
。

大
名
の

領
国
支
配
の

台
帳
と
い

う
べ

き
も
の

で
、

豊
臣
秀
吉

の

全
国
検
地
（
大
閤
検
地

）
の

先
駆
を
な
す
も
の

と
評
価
さ
れ
て

い

る
。

天
文
十
九
年
（
一

五
五
〇

）
に

は
、

戦
場
に

駆
り
出
さ
れ
て

国
内
が

疲
弊
し
た
と
い

う
の

で
、

諸
々

の

公
事
を
や
め
て
、

代
わ
り
に

百
貫
文
の

地
か
ら
六
貫
文
の

役
銭
を
出
す
こ

と
に

改
め
、

別

に

田
畠
の

貫
高
の

四
㌫
を
懸
銭
と

す
る

新
税
目
を
設
け
た
。

こ

の

貫
高
制
は
、

鎌
倉
中
期
か

ら
始
ま
っ

た

荘
園
年
貢
の

代
銭
納
制
が

進
行
し
、

十
四
世
紀
段
銭
（
一

国
平
均
に

田
一

段
別
に
一

定
の

銭
を
徴
収
す
る

）
徴
収
が
く
り
返
さ
れ
た
こ

と
な
ど
か
ら
、

荘
園
制
で

は

米
で

表
示
し
て

い

た
年
貢
高
（
分
米

）
を
、

貫
高
（
分
銭

）
で

表
示
し
た
も
の

で

あ
る
。

小
田
原
北
条
氏
の

貫
高
は
、

田
一

段
当
た
り

五
百
文
、

畠
は
百
六
十
五
文
を
基
準
と
し
て

表
示
し
、

棟
別
銭
は
、

従
来
の

五
十
文
か
ら
三
十
五
文
に

減
額
さ
れ
た
。

こ

の

貫
高
制
は
、

大
名
に

は
軍
役
の

定
量
化
、

領
主
に

と
っ

て

は
一

定
年
貢
の

確
保
、

農
民
に

と
っ

て

は
、

年
貢
の

固
定
化
の

効

果
を
も
ち
、

大
名
が

地
頭
領
主
（
在
地
武
士

）
か
ら

棟
別
銭
・

段
銭
・

軍
役
を
完
全
に

徴
発
す
る
た
め
の

も
の

で

あ
る
と
さ

れ

て

い

る
。

戦
国
大
名
の

う
ち
西
国
で

は
毛
利
氏
、

東
北
で

は
伊
達
氏
な
ど
も
貫
高
制
を
採
用
し

た
が
、

小
田
原
北
条
氏
は
、

そ
の

先
駆
的

な
も
の

と
し
て

有
名
で

あ
る
。

さ
ら
に
、

以
前
は
鎌
倉
を
目
ざ
し
た

道
路
は
、

小
田
原
中
心
に

整
備
さ
れ
、

北
条
氏
の

発
行
す
る

手
形
で

伝
馬
を
利
用
す
る
こ

と

の

で

き
る

制
度
も
と
と
の

え
ら
れ
、

交
通
の

要
衝
に

は
宿
や
市
（
多
く
は
月
六
回
開
か
れ
る
の

で

六
斎
市
と
い

う

）
が
ひ

ら
か
れ
た
。

鎌

倉
に

代
わ
っ

て

小
田
原
が

関
東
の

中
心
と
な
り
、

盛
ん
な
と

き
に

は
外
国
船
も
到
着
し
、

小
田
原
で

有
名
な
丸
薬
透
頂
香
（
通
称
う

い

ろ
う

）
の

元
祖
外
郎
定
春
も
、

永
正
元
年
（
一

五
〇
四

）
宗
瑞
の

招
き
に

応
じ
て

小
田
原
に

定
住
し
た
も
の

で

あ
る
。
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天
文
二

十
年
（
一

五
五
一

）
氏
康
は
、

山
内
上
杉
憲
政
を
上
野
国
平
井
城
に

攻
め

て

厩
橋
城
に

追
い

出
し
、

さ
ら
に

領
国
越
後
国

（
新
潟
県

）
守
護
代
長
尾
景
虎
（
の

ち
の

上
杉
輝
虎
、

謙
信

）
の

許
に

走
ら
せ
た
。

氏
康
は
、

こ

う
し
て

上
野
国
を
そ
の

領
域
に

加
え

た
。

天
文
二

十
三
年
（
一

五
五
四

）
に

は
、

古
河
公
方
晴
氏
が
、

氏
綱
の

女
の

生
ん

だ
義
氏
を
斥
け
、

家
臣
の

女
の

生
ん
だ
子
藤
氏
と

共

謀
し
て

氏
康
に

背
い

た
。

氏
康
は
、

古
河
城
を
攻
め
、

晴

氏
・

藤
氏
を
追
放
し

義
氏
を
古
河
公
方
と
し
た
が
、

天
正

十
一

年
（
一

五
八
三

）
嗣
な
く
し
て

死
去
し

た
。

成
氏
・

政
氏
・

高
基
・

晴
氏
・

義
氏
の

五
代
お

よ
そ
百
三
十
年
つ

づ
い

た

古
河
公
方
は
終
わ
り
を
告
げ
た
。

小

田

原
衆

所

領
役
帳

永
禄
二

年
（
一

五
五
九
）
氏
綱
は
、

家

臣
に

「
小
田
原
衆
所
領
役
帳
」
を
作
成

さ
せ
た
。

こ

の

役
帳
は
、

貫
高
制
に

よ
っ

て

家
臣
ら
の

知

行
役
を
記
載
し

た
も
の

で

あ
る
が
、

軍
役
は
記
載
さ
れ
て

い

な
い
。

軍
役
帳
が

別
に
つ

く
ら
れ
た
で

あ
ろ
う
と
い

わ

れ
る
が
、

今
日
伝
わ
っ

て

い

な
い
。

小田原北条氏の主要支城と勢力圏の推移
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氏
康
は
、

こ

の

年
ま
で

の

検
地
を
も
と
に
、

家
臣
の

知
行
高
（
貫
高
）
を
定
め
て
、

本
城
（
小
田
原
城
）
か

支
城
に

配
備
し
、

本
城

に

属
す
る

家
臣
を
小
田
原
衆
、

支
城
に

属
す
る

家
臣
を
玉
縄
衆
（
玉
縄
城
）
・

津
久
井
衆
（
津
久
井
城
）
・

小
机
衆
（
小
机
城
）・
江
戸
衆

（
江
戸
城
）
・

松
山
衆
（
松
山
城
）
・

伊
豆
衆
（
韮
山
城
）
と
い

い
、

各
城
主
に

は
、

宗
瑞
以
来
の

重
臣
で

豆
相
生
ま
れ
の

家
臣
か
、

あ
る

い

は
一

門
の

者
を
充
て

た
。

北
条
氏
の

当
主
は
、

領
国
支
配
を
評
定
す
る
小
田
原
評
定
を
裁
定
し
、

常
時
、

虎
印
判
を

持
ち

歩
い

て
、

北
条
氏
最
高
の

権
威
を
も
つ

虎
朱
印
状
を
発
行
し
た
。

こ

の

当
主
を
守
備
す
る
の

が
、

御
馬
廻
衆
で

あ
る
。

玉
縄
城
主
は
、

玉

縄
衆
を
指
揮
す
る

外
に
、

領
内
を
歩
き
ま
わ
る

唱
門
師
・

舞
々

師
な
ど
の

遊
芸
人
や
、

石
切
り
・

鍛
治
・

大
工

な
ど
の

職
人
を
支
配

し
た
。

小
田
原
城
下
の

須
藤
惣
右
衛
門
は
、

唐
紙
・

鍛
治
・

大
工
・

大
鋸
引
・

革
作
り
・

表
具
師
・

青
貝
細
工
の

螺
鈿
師
・

銀
細
工

師
・

縫
物
師
・

紙
漉
・

刀
柄
細
工

師
な
ど
の

職
人
を
傘
下
に

し
て

職
人
衆
を
組
織
し
た
。

秦
野
城
主
は
、

足
軽
衆
や
、

在
来
の

武
士

を
家
臣
と
し
て

組
織
し
た
他
国
衆
を
配
下
に

お

き
、

北
条
氏
一

族
は
一

門
衆
と

称
し
た
。

そ
れ
ぞ
れ
の

衆
の

武
士
は
、

貫
高
に

応
じ

て

軍
役
・

知
行
役
が

割
り
充
て

ら
れ
る
。

こ

の

知
行
役
の

台
帳
と
し
て

作
ら
れ
た
の

が
「
小
田
原
衆
所
領
役
帳
」
で

あ
る
。

ほ
ゞ

衆

別
に

家
臣
名
と
そ
の

知
行
所
の

郷
村
名
・

貫
高
が
列
記
し
て

あ
っ

て
、

そ
の

総
数
は
、

知
行
主
百
六
十
人
、

八
百
二

十
五
か

村
、

総

貫
高
七
万
二

千
貫
文
で

あ
る
。

こ

の

役
帳
は
、

北
条
氏
領
国
全
域
で

は
な
く
、

八
王
子
城
・

鉢
形
城
・

岩
槻
城
な
ど
の

分
を
欠
い

て

い

る
が
、

小
田
原
北
条
氏
領
国
内
の

郷
村
、

居
住
の

武
士
を
示
す
貴
重
な
史
料
で

あ
る
。

と
く
に

職
人
衆
を
組
織
し
た
こ

と
は
、

彼

ら
の

賦
課
の

確
保
を
目
的
と

す
る
反
面
、

保
護
に

も
意
を
払
う
も
の

と

注
目
さ
れ
る
。

こ

の

帳
で

は
、

三
浦
郡
を
除
い

た
相
模
川
以
東
の

鎌
倉
・

高
座
二

郡
を
東
郡
、

川
以
西
の

大
住
・

愛
甲
二

郡
を
中
郡
、

余
綾
・

足
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上
・

足
下
の

三
郡
を
西
郡
と

し
、

愛
甲
郡
の

北
西
部
を
割
い

て

津
久
井
郡
と
し
て

い

る
。

こ

の

う
ち
中
郡
と

西
郡
が
、

小
田
原
北
条

氏
の

直
轄
領
で

あ
っ

た
。

離
合
常
な
き

相
甲

越

駿

役
帳
が
で

き
て

間
も
な
く
氏
綱
は

隠
退
し
て
、

氏
康
が

小
田
原
城
主
と
な
っ

た
。

越
後
に

逃
れ
た

関
東
管
領
山
内

上
杉
憲
政
は
、

守
護
代
長
尾
景
虎
に

関
東
出
兵
を
希
望
し
、

常
陸
の

佐
竹
義
昭
、

安
房
の

里
見
義
尭
も
、

景
虎
の

関
東
出
兵
を
要
請
し
た
。

景
虎
は
、

永
禄
三
年
（
一

五
六
〇

）
憲
政
を
奉
じ
て

上
野
国
に

出
兵
し
、

北
条
氏
の

部
将
の

守
る

沼
田
城

（
群
馬
県
沼
田
市
）を
攻
略
し
、

進
ん
で

松
山
城
（
埼
玉
県
松
山
市
）を
守
る

氏
康
を
せ

め
、

籠
城
す
る

北
条
軍
の

す
き
を
ぬ
っ

て
、

翌
年

三
月
小
田
原
城
下
に

侵
入
放
火
し
た
が
、

小
田
原
の

北
条
軍
は
籠
城
し
て

敵
の

消
耗
を
待
っ

た
の

で
、

遂
に

越
後
勢
は
撤
退
し
た
。

こ

の

間
に

長
尾
景
虎
は
、

鎌
倉
鶴
岡
八
幡
宮
神
前
で
、

上
杉
憲
政
か

ら
ゆ
ず
ら
れ
た

関
東
管
領
拝
賀
の

式
を
行
い
、

上
杉
姓
を
名
乗

り
、

さ
き
に

古
河
を
追
わ
れ
た

足
利
藤
氏
を
古
河
公
方
と
し
て
、

越
後
に

引
き
上
げ
た
。

こ

の

こ

ろ
、

東
国
は
飢
饉
に

お

そ

わ

れ

て
、

百
姓
は

侵
入
軍
と
重
な
る

天
災
で

身
売
り
す
る
も
の

さ
え
あ
っ

た
。

氏
康
は
、

徳
政
令
を
発
し
て

救
済
に

当
た
っ

た
。

上
杉
景
虎
は
、

政
虎
、

輝
虎
と

改
名
を
重
ね
な
が
ら
、

上
野
国
に

侵
入
す
る
こ

と

十
四
回
に

も
及
ん

だ
が
、

北
条
氏
康
は
、

こ

れ

ま
で

同
盟
関
係
に

あ
っ

た

甲
斐
の

武
田
と
の

間
に
、

駿
河
の

今
川
氏
を
め

ぐ
っ

て

戦
う
こ

と
な
り
、

上
杉
氏
と

和
睦
を
結
ん
だ
。

和

睦
成
立
し
た
二

か

月
後
の

永
禄
十
三
年
（
一

五
七
〇

）
年
九
月
、

武
田
晴
信
は
、

碓
氷
峠
を
越
え
て

侵
入
し
、

十
月
に

は
小
田
原
城
に

猛
攻
を
加
え
た
。

北
条
氏
は
、

こ

の

た
び
も
籠
城
戦
術
を
と
っ

て

数
日
で

武
田
勢
を
撤
退
さ
せ

た
。

滝
山
城
（
東
京
都
）主
北
条
氏
照

ら
が

之
を
追
撃
し
、

愛
甲
郡
三
増
峠
（
愛
川
町

）
で

戦
っ

た
が
、

峠
の

上
に

陣
ど
る

武
田
勢
に

反
撃
さ
れ
敗
北
し

た
。

氏
康
が

病
死
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し
、

氏
政
が
当
主
に

な
っ

て

も
、

甲
・

相
は
和
睦
と

対
戦
と

を

く

り

返

し
、

越
後
の

上
杉
も
上
野
国
へ

の

侵
入
を
重
ね
る

中
に
、

天
正
八
年
（
一

五
八
〇

）、
氏
政
の

譲
を
う
け
て
、

子
氏
直
が

小
田
原
城
主
と
な
っ

た
。

小
田
原
北
条

氏
亡

び

る

こ

の

こ

ろ
に

な
る
と

西
で

は

織
田
信
長
が

駿
河
の

今
川

義
元
を
亡
ぼ
し
、

天
正
十
年
（
一

五
八
二

）
に

は

甲
斐

の

武
田
氏
を
亡
ぼ
し
、

東
へ

の

圧
力
を
急
速
に

強
め

た
。

武
田
攻
め
の

功

労
賞
と

し
て
、

信
長
の

家
臣
滝
川
一

益
に

上
野
国
が

与
え
ら
れ
、

上
野
国

厩
城
に

入
っ

た
。

上
野
国
を
領
域
と

す
る

小
田
原
北
条
氏
に

と
っ

て

は
、

無
視
で

き
な
い

状
勢
と

な
っ

た
が
、

こ

の

年
六
月
、

本
能
寺
の

変
で

信
長

が

殺
さ
れ
る
と
、

氏
直
は

厩
城
の
一

益
を
攻
め
て
、

そ
の

本
領
伊
勢
国
長

島
に

追
い

払
っ

た
。

氏
直
は
、

甲
斐
・

駿
河
へ

の

進
出
を
企
て
、

信
長
か

ら

駿
河
国
を
与
え
ら
れ
た
徳
川
家
康
と

対
決
す
る
こ

と
に

な
っ

た
が
、

和

議
が

成
立
し
て

戦
は
回
避
さ
れ
た
。

信
長
の

死
後
、

天
下
統
一

の

業
を
ひ

き
つ

い

だ
豊
臣
秀
吉
は
、

天
正
十

五
年
（
一

五
八
七

）
九
州
の

島
津
氏
を
降
し
、

十
二

月
関
東
・

奥
州
の

諸

三増合戦場跡　愛川町
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大
名
に

向
か
っ

て

天
下
「
惣
無
事
」
令
を
発
し
、

そ
の

実
行
を
徳
川
家
康
に

命
じ
た
。

「
惣
無
事

」
令
と
は
、

天
下
一

同
何
事
に

よ

ら
ず
、

武
力
を
も
っ

て

争
う
こ

と
な
く
無
事
に

は
か
ら
う
べ

し
と
い

う
命
令
で

あ
る
。

こ

れ
に

先
立
っ

て

北
条
氏
は
、

相
模
・

南
武

蔵
・

伊
豆
の

村
々

に

総
動
員
令
を
発
し
た
。

い

わ
く
、

一

　
当
郷
に

於
て
、

侍
凡
下
を
撰
ば
ず
、

自
然
御
国
御
用
の

砌
、

召
し
つ

か
わ
る
べ

き
者
を
撰
び
出
し
、

そ
の

名
を

記
す
べ

き

事
。

一

　
こ

の

道
具
、

弓
・

鑓
・

鉄
砲
三
様
の

内
、

何
成
共
存
分
次
第
。

但
し
、

鑓
は

竹
柄
に

て

も
、

木
柄
に

て

も
二

間
よ
り
短
き
は

無
用
に

候
。

然
ら
ば
、

権
門
の

被
官
と

号
し
、

陣
役
を
致
さ
ざ
る

者
、

或
い

は
商
人
、

或
は

細
工

人
の

類
、

十
五
〜
七
十
を
限

っ

て

記
す
べ

き
こ

と
。

一

　

腰
さ
し

類
の

ひ

ら
〳

、〵

武
者
め
く
や
う
に
、

支
度
を
致
す
べ

き
事
。

一

　
よ
き
者
を
撰
び
残
し
、

夫
同
然
の

者
申
し

付
け
候
は
ば
、

当
郷
の

小
代
官
、

何
時
も
聞
き
出
し
次
第
、

頸
を
切
る
べ

き
事
。

一

　
こ

の

走
廻
を
心
が
け
相
た
し
な
む
者
は
、

侍
に

て

も
凡
下
に

て

も
、

望
に

し
た
が
ひ
、

御
恩
賞
有
る
べ

き
事
。

の

五
か

条
を
触
れ
回
し
た
。

同
じ
内
容
の

触
れ
が
、

す
で

に

引
退
し
た
氏
政
に

よ
っ

て

も
出
さ
れ
た
。

こ

れ
と

並
ん
で
、

支
城
の

増

設
や
修
理
、

武
器
の

製
造
、

兵
糧
の

確
保
、

兵
員
の

大
増
強
が

行
わ
れ
た
。

豊
臣
秀
吉
と

同
盟
を
結
ん
だ
徳
川
家
康
は
、

氏
政
父
子

に
、

上
洛
し
て

秀
吉
に

謁
見
す
べ

き
こ

と
を
す
す
め
、

も
し

自
分
の

忠
言
を
き
か
な
け
れ
ば
、

氏
直
に

嫁
い

で

い

る
娘
督
姫
を
返
せ

と

迫
っ

た
。

こ

れ
に

対
し

氏
直
は
、

韮
山
城
主
の

弟
氏
規
を
上
洛
さ
せ
、

あ
わ
せ
て
、

家
康
と

和
議
の

条
件
の
一

つ

で

北
条
氏
に

引

©神奈川県立公文書館



き
渡
す
こ

と
と
な
っ

て

い

て

真
田
氏
の

反
対
で

実
現
し
て

い

な
い

沼
田
城
の

件
の

処
置
を
請
う
た
。

秀
吉
も
了
解
し
、

沼
田
城
の

三

万
石
を
三
分
し
、

三
分
の

二

を
北
条
氏
に
、

三
分
の
一

の

名
胡
桃
城
は
真
田
氏
の

墳
墓
の

地
で

あ
る
か
ら
真
田
領
と

裁
定
し
た
。

こ

の

地
は
利
根
川
を
隔
て

て
、

沼
田
城
の

対
岸
に

あ
る
。

北
条
氏
は
こ

の

裁
定
に

従
っ

て

沼
田
城
を
う
け
と
り
、

鉢
形
城
主
北
条
氏
邦

に

預
け
、

氏
邦
の

部
将
が

守
備
し
た
。

天
正
十
七
年
（
一

五
八
九
）
十
月
、

沼
田
城
守
備
の

部
将
は
、

利
根
川
を
越
え
て

名
胡
桃
城
を
攻
略
し
た
。

秀
吉
は
、

裁
定
を
破
っ

た
と
し
て
、

氏
直
の

弁
解
を
斥
け
て
、

北
条
氏
討
伐
を
、

徳
川
家
康
を
通
じ
て

通
告
し
た
。

小
田
原
城
で

は
、

氏
政
父
子
は
じ
め

宿

老
集
ま
っ

て

評
定
を
重
ね
た
が
、

結
局
、

籠
城
し
て

秀
吉
軍
を
迎
え
戦
う
こ

と
に

決
定
し
た
。

さ
き
の

上
杉
・

武
田
両
度
の

侵
入
を

籠
城
に

よ
っ

て

撤
退
さ
せ

た
先
例
を
過
信
し
た
の

で

あ
る
。

秀
吉
は
天
正
十
八
年
三
月
一

日
、

三
万
二

千
の

兵
を
率
い

て

京
都
を
出

発
し
、

徳
川
家
康
ら

先
鋒
十
四
万
と

合
流
し
、

四
月
三
日
に

小
田
原
に

到
着
、

城
を
見
下
ろ
す
石
垣
山
に

城
を
築
い

て
、

持
久
戦
を

構
え
た
。

一

方
領
国
内
に

は
り
め

ぐ
ら
し
た
北
条
氏
の

支
城
も
、

戦
わ
ず
し
て

開
城
す
る
も
の

相
つ

い

だ
。

数
十
万
の

大
軍
に

持
久

戦
を
構
え
て

包
囲
さ
れ
て

は
、

な
す
術
も
な
く
、

七
月
五
日
、

氏
直
は
城
を
出
て

投
降
、

翌
日
に

は
城
を
開
け
渡
し
た
。

秀
吉
は
、

主
戦
論
者
の

氏
政
・

氏
照
、

鎌
倉
代
官
大
道
寺
政
繁
、

松
田
城
主
松
田
憲
秀
の

四
人
に

切
腹
、

氏
直
・

氏
規
ら
三
百
余
人
に

紀
伊
高

野
山
に

退
去
を
命
じ
た
。

遺
臣
の

多
く
は
、

己
の

居
村
に

帰
農
し
た
。

早
雲
以
来
五
代
百
年
の

間
、

小
田
原
城
に

あ
っ

て

関
東
に

覇

を
唱
え
た
小
田
原
北
条
氏
の

終
末
で

あ
る
。

相
模
国
は
、

以
後
再
び
東
国
の

中
心
と
な
る
こ

と
は
な
か
っ

た
。
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一

　

幕
藩
体
制
下
の

相
武

㈠
　
江
戸
に
幕
府
が
ひ
ら
か
れ
る

戦
乱
治
ま
る

小
田
原
城
の

落
城
は
、

同
時
に

百
余
年
に

わ
た
る

戦
国
の

終
わ
り
で

あ
っ

た
。

相
武
の

戦
国
の

世
は
、

古
河
公
方

と
両
上
杉
の

対
立
か
ら
始
ま
っ

て

い

る
の

で
、

二

百
年
に

近
い
。

そ
の

結
末
に

の

こ

っ

た
も
の

は
、

農
村
の

荒
廃

で

あ
る
。

小
田
原
城
を
包
囲
し
た
豊
臣
秀
吉
は
、

落
城
以
前
か
ら
相
武
豆
三
国
に

わ
た
る

村
や
寺
社
（
百
例
近
い

）
に

三
か

条
の

禁
制

を
出
し
て
、

農
民
の

安
定
を
は
か
っ

た
。

そ
の

第
一

条
は
、

戦
火
を
の

が
れ
て

耕
地
や
住
家
を
放
棄
し
て

か
く
れ
て
い

た
庶
民
の

帰

村
を
命
じ
、

第
二

条
で

軍
隊
の

放
火
乱
暴
を
禁
止
し
、

第
三
条
で
、

百
姓
や
寺
社
と
、

寺
社
の

門
前
百
姓
に

対
す
る
不
法
行
為
の

禁

止
を
命
じ
た
。

漁
村
に

は
第
三
条
で
、

漁
船
に

対
す
る
不
法
な
賦
課
の

禁
止
と
、

漁
民
の

出
船
を
促
し
、

漁
業
税
を
上
納
す
る
こ

と

も
命
じ
て

い

る
。

農
村
の

荒
廃
の

実
況
は
、

小
田
原
落
城
の

翌
年
の

天
正
十
九
年
（
一

五
九
一

）、
小
田
原
城
主
大
久
保
忠
隣
の

検
地

に

よ
れ
ば
、

現
在
足
柄
上
郡
大
井
町
地
域
の

金
子
村
で

は
、

全
耕
地
の

六
六
㌫
、

篠
窪
村
で

は
四
八
㌫
が

荒
廃
と
な
っ

て
い

る
。

ま

た
、

屋
敷
は

篠
窪
村
十
五
戸
の

う
ち
七
戸
、

金
手
村
四
十
六
戸
の

う
ち
十
八
戸
が

明
屋
敷
と

な
っ

て

い

た
。

大
友
村
（
小
田
原
市
）
で

は
、

耕
地
全
三
百
五
十
二

筆
の

う
ち
二

百
七
筆
が

荒
れ
地
・

不
作
地
と
な
っ

て

い

た
。

こ

の

状
況
は
、

相
模
の

他
の

地
方
で

も
ほ
ぼ
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